
｢南部地区まちづくり協議会｣組織図

※実行委員会：協議会全体で取り組むべき事業は
　　　　実行委員会を設置する。

*　会長　 １名 ＜相談役＞
*　自治会長　 4名

(立案審議機関) *　老人会長 ３名
※　簡易な決定はここで行う *　部長 ６名
※　定例で会議を持つ *　民生児童委員 １名

*　公募委員 若干名 ＜オブザーバー＞ <事務局>

敬老会 見守り 文化・農芸祭 ふれあい大運動会 自主防災 防犯 花壇づくり 広報活動
福祉友愛活動 カラオケ大会 納涼盆踊り大会 安全対策教室 環境美化 総務

球技大会 ラジオ体操 空家・獣害対策
など など など など 安全対策教室 など など

総務部

主
な
事
業

構
成
員

推
進
委
員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協力団体　　　　　　　　　　　　※協力団体：協力団体は必要に応じて協議会の事業推進に協力する。
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＜総会・実行委員会メンバー＞
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